
１．はじめに

本工事は、ダム本体築造箇所の堤体掘削を行う

工事である。堤体掘削工区は、左右岸に分割され

て発注されており、当工区は左岸側１工区の施工

である。当別ダムは、ダムサイトの材料を有効利

用する事を主眼とした、台形CSGダムである。

本工事で採取した材料は、来年度からの本体CSG

打設に流用する事から、全量中ノ沢ストックヤー

ドへ運搬堆積する。

主な工事内容を以下に示す。

工事内容

�１ 工 事 名：○○ダム建設

材料採取工事（１工区）

�２ 工事場所：石狩郡当別町青山

�３ 工 期：平成２０年６月２３日～

平成２０年１０月３０日

�４ 発 注 者：北海道札幌土木現業所

�５ 施 工 者：岩田地崎・廣野・東邦特定建設

工事共同企業体（６０：２０：２０）

�６ 主要工事：掘削工

建設発生土処理Ｖ＝９６，２００m３

母材仮置 Ｖ＝１３６，０００m３

雑 工 一式

仮設工 一式

環境管理

４０
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図―１ 堤体平面図

図―２ 標準断面図

写真―１ 全景（右岸側から）
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２．現場における問題点

�１ 微細粒子を含んだ濁水処理の提案

最大２０mの掘削深さのうち、地下水位以下を

１０m程度掘削する計画であった。掘削時には５

μ以下の微細粒子が多く含まれる濁水の発生が懸

念されていた。（湧水量２００ｍ３／ｈ）

当初設計の濁水処理は自然沈殿方式だったが、

原水（濁度３，０００）を採取し、１００時間以上放置し

ても濁度５００以下にならなかった。このことから、

原水に微細粒子が多く、土粒子が沈降しないこと

がわかった。

上記より、処理水は放流基準（SS５０mg／�以
下）を満たすことが出来ないため、高分子凝集剤

を使用した簡易式の濁水処理施設の追加を提案し

た（表―１、図―３参照）。

�２ 注薬量や貯留池容量の設定

高分子凝集剤は、ベントナイト系濁水の凝集フ

ロッグ沈降状態に優れていることから、「ソリュー

ション FX－９８２」を採用した。（以下、高分子

凝集剤と記述）高分子凝集剤の注薬量は、現場と

室内におけるジャーテスト（表―２、３参照）の

結果から、２００ppmが最適と判断した。

貯留池の容量は、以下のように設定した。

・貯留池１の容量３，０００ｍ３：３０㎜／日降雨パター

ンの時、降雨時間７時間当りの貯留量累積は２，５００

ｍ３であり、貯留池周囲の雨水流入も考慮した。（原

水池として使用）

表―１ 濁水処理比較表

－１６０－



・貯留池２の容量４，０００ｍ３：濁水処理量２００ｍ３／ｈ、

平均原水 SS２，０００mg／�、処理水 SS５０mg／�、
実稼動６５日、安全係数１．５として、発生するスラ

リー量３，９５０ｍ３と算出された。

３．対応策

�１ 実施工のトラブルとその対処

実際に濁水処理を実施すると、釜場や原水池

（３，０００ｍ３）で原水が希釈され、濁度が１００～５００

ppm程度の原水が流入し、処理水が放流基準を

満足しない状況となった。

低濁度の原水となる原因として、原水池が広す

ぎることや湧水量が想定よりも多い場合がある等

が考えられたため、以下の対策を行った（図―４、

５参照）。

� 小規模な原水池（８０ｍ３）を設置追加した。

� 原水濁度を上げるため、返送汚泥（貯留池⇒

原水池）用水中ポンプ（４吋）を追加した。

� 滞留時間の延長のため、処理水を貯留池３，０００

ｍ３⇒４，０００ｍ３⇒１００ｍ３と経由させ、沈降を促す

方式とした。

�２ 日々の濁水管理と創意工夫

濁水処理は釜場の水替えと密接な関係にあるた

め、無線による連絡体制や夜間の緊急連絡体制を

確立した。

また、休工日等で濁度が５０以下の場合は、分岐

バルブよりショートカットし、高分子凝集剤の注

入量の低減を図った（図―５参照）。

図―３ 濁水処理フロー図

表―３ 室内ジャーテスト結果

表―２ 現場ジャーテスト結果
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高分子凝集剤の注入量は、使用数量を精算する

ため、以下の検査を定期的に実施した。

・濁度、PHの測定（４回／日：２４時間体制）

・処理水量（ｍ３／ｈ）の確認

・ポンプ稼動時間（ｈ）の確認

・注入量２００ppmの確認

・高分子凝集材の空袋の確認

今回、濁水処理施設は約１．５ヶ月間運転を行い、

高分子凝集剤を２３，１２０kg使用した。

４．おわりに

今回の提案は、発注者に設計変更として認めら

れた。また、全く同じ濁水管理方法で１工区⇒２

工区⇒本体 JVへと、引き継ぐことになった。こ

れは、�自然沈殿方式を大きく変更できないこと、
�漁業共同組合の工事排水に関する協議事項が、
背景にあったためと思われる。

この提案を通じて以下の知見が得られた。

【微細粒子を含んだ濁水の特性】

・濁度３，０００の原水を１００時間以上放置しても濁度

５００以下にならない。

・貯留池内に仕切りを設けても越流で、土粒子が

再浮遊し、除去できない。

・濁度１００～５００程度の濁水は、高分子凝集剤のみ

では凝集しにくい。

【濁水処理について】

・掘削が進むにつれ、濁水の性状も変化するため、

注薬量は現場ジャーテストにより、変更する必要

がある。

・釜場のポンプと濁水処理施設の能力は、密接な

関係にある。掘削工事をストップさせないために

も、『濁水発生量＜ポンプ能力＜濁水処理能力』

の様に、余裕を持った設備とすることが必要であ

る。

・今回の提案は高分子凝集剤の使用量が多く、薬

品代がやや高いことがデメリットであった。今後

は、PACとの併用により、薬品の添加量を抑制

し、低濁度の濁水にも柔軟に適応できる設備とす

ることが望ましい。

・清水と濁水をできるだけ分離する工夫も、コス

ト縮減のために努力する必要がある。
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写真―２ 濁水処理施設全景

図―４ 濁水処理の改良フロー

図―５ 水質管理箇所図
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